
神奈川県における事故・災害による
水質汚濁防止の取組

R8.3.16 神奈川県環境農政局環境部環境課
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２ 県生活環境保全条例の特徴

３ 水質事故への対応

４ 災害時を含めた環境汚染への備え

５ 事業者への周知指導リーフレット等（参考）

資料６



１ 本県における水質保全に関する主な法令

1

水質汚濁防止法 水濁法の上乗せ条例 その他条例

県所管

市所管

市所管 市条例

県生活環境保全条例（県）大気汚染防止法第４条第１項の規定に
よる排出基準及び水質汚濁防止法第３条第
３項の規定による排水基準を定める条例
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指定外事業所(許可不要)
☆指定事業所以外の事業所全て

事故時の通報義務等

２ 県生活環境保全条例の特徴

指定事業所(総合許可)
☆公害発生の蓋然性が高い作業

（指定作業）を行う事業所

排水基準や事故時の措置を、原則全ての事業所に適用

事業所規制

その他、努力義務
〇事業者は、知事が定める指

針に従い、環境負荷の低減
や、化学物質の適正管理等
に努めなければならない

〇全ての事業者に適用

立入検査・報告徴収
〇全ての事業者を対象

規制基準（排煙、排水、騒音、振
動等）を原則全ての事業所に適用
※改善命令違反に対する間接罰
※指定外事業所は改善命令の対象

を公害が生じている場合に限定
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３ 水質事故への対応

・「魚死亡」８件は、火災による農薬流出による１件以外は原因不明
・「油浮遊」と「その他」で全体の約95%を占める
・「その他」は白濁が多く、着色と発泡の３種類で大半を占める

神奈川県内の水質事故発生状況（令和６年度）



３ 水質事故への対応

61物質
※水濁法の事故時の措置対象物質に準拠
※一部物質は包括的に指定

(例)油脂類（鉱物油及び有機溶剤を含む）
酸性物質 (pH5.8未満)
アルカリ性物質 (pH8.6超)

対象物質

全ての事業者（車両事故を含む）対象事業者
事業所の事故又は自動車の事故に伴い、水質汚
濁の原因となる規則で定める物質が放出又は発
生することにより公害が生じ又はそのおそれが
生じたときは、
➀県(所管出先機関)や市町村に直ちに通報
②物質の放出、発生又は拡散を防止するための

応急措置の実施、応急措置状況の報告

求める内容

県条例による水質事故時の措置義務
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３ 水質事故への対応

・市町村環境部局や関係機関と連携して水質事故に対応
・県は、要綱・マニュアル類の整備、夜間休日連絡網の整備、

市町村担当者との会議や研修等も実施

水質事故時の対応体制
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４ 災害時を含めた環境汚染への備え

令和７年:上記協議会と共同で災害対応の図上訓練を実施

平成29年:(一社)神奈川県環境計量協議会と「災害時にお
ける有害化学物質等の調査に関する協定」を締結

令和３年:災害時における有害化学物質調査業務マニュア
ルを策定
※「初動」「緊急・応急」「復旧」の各フェーズに行うべきこと、

役割分担等を規定

災害発生等に備えた県の体制整備等

令和２年:災害等で化学物質が環境中に漏洩し、汚染状況
の把握が必要と認められる場合、県が市町村や事業者等
と連携して迅速に環境調査を実施する旨の規定を生活環
境保全条例に追加（条例第112条の２）
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４ 災害時を含めた環境汚染への備え

令和２年:化学物質による環境汚染を防止するため、全て
の事業者が努めるべき事項を定めた「化学物質の適正な
管理に関する指針」（条例第39条）の内容に災害時等へ
の備えを追加

【主な追加項目】
２ 災害及び事故対策の実施

(1) 未然防止対策
ア 災害の想定及び環境リスクの把握等
イ 施設及び設備の整備
ウ 事故に備えた体制の整備等

(2) 災害及び事故への対応
ア 関係機関等への通報
イ 県民への情報提供

災害に備えた事業者の自主的取組の促進



【主な報告内容】
〇取り扱う第一種指定化学物質の種類、量、使用場所を示し

た図面 等
〇管理方法（管理方針、組織体制、従業員教育、周辺住民等

への情報提供）
〇災害及び事故への対応に関する事項

・想定する災害・事故、被害状況、環境リスク
・施設整備等の具体的な対策（補強、防液堤等）
・災害時及び事故時の対応（対応マニュアル、連絡網等） 8

災害に備えた事業者の取組状況の報告制度の創設
生活環境保全条例（第42条の４）※令和７年４月施行

４ 災害時を含めた環境汚染への備え
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５ 事業者への周知指導リーフレット等（参考）
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５ 事業者への周知指導リーフレット等（参考）


